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子ども・子育て支援法の改正（案）について

保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金
を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずる。

平成3０年４月１日（予定）

１．事業主拠出金の率の上限の引上げ

○ 一般事業主から徴収する拠出金率の上限を0.25%から0.45%に引き上げる。

２．事業主拠出金の充当対象の拡大

○ 「子育て安心プラン」に基づき増加する保育の運営費（０歳～２歳児相当分）に拠出金を充てることを可能と
する観点から、事業主拠出金の充当対象に子どものための教育・保育給付の費用（０歳～２歳児相当分に限る）
を加える。

３．待機児童解消等の取組の支援

○ 市区町村の待機児童解消等の取組を支援するため、都道府県は関係市区町村等との協議会を組織できるものと
するとともに、国は市区町村が行う保育の量的拡充及び質の向上を図る事業に対して支援できるものとする。

※ １～３のほか、特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）において、年金特別会計の子ども・子育て支援
勘定の歳出項目に子どものための教育・保育給付を追加する等の所要の改正を行う。

概要

施行期日
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現行の子ども・子育て支援新制度においては、仕事と子育ての両立は、労働力確保に資するものであり、

社会全体で取り組むべき課題であることから、企業主導型保育事業などについては、事業主が拠出する子ど

も・子育て拠出金が充てられている。本経済政策パッケージに必要な財源については、社会全体で子育て世

代を支援していくとの大きな方向性の中で、個人と企業が負担を分かち合う観点から、消費税率引上げによ

る増収分の使い道を見直して活用するとともに、経済界に対しても応分の負担を求めることが適当である。こ

のため、子ども・子育て拠出金を0.3兆円増額する。法律に定められた拠出金率の上限を0.25％から0.45％に

変更し、0.3兆円の増額分は、2018年度から実施する「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育

事業（幼児教育の無償化の実施後は、３歳～５歳児及び住民税非課税世帯の０歳～２歳児の企業主導型保

育事業の利用者負担助成を含む。）と保育の運営費（０歳～２歳児相当分）に充てることとし、そのための子ど

も・子育て支援法の改正法案を次期通常国会に提出する。

（参考） 現行の事業主拠出金による事業

○ 拠出金率 0.23％（法律で上限を0.25％に規定）

○ 事業主拠出金の充当先（平成29年度） 計：3,969億円

・ 児童手当 1,832億円
・ 地域子ども・子育て支援事業 （放課後児童クラブ、病児保育、延長保育） 813億円
・ 仕事・子育て両立支援事業 （企業主導型保育事業等） 1,313億円

○ 厚生年金保険料等を事業主から徴収する際、拠出金率を上乗せして徴収。
（なお、労使折半ではなく、使用者のみ拠出金を負担）

［参考資料］新しい経済政策パッケージ（平成29年12月８日閣議決定）（抄）

※ 平成３０年度は、０．２９％（現行に＋０．０６％、追加拠出金額は1,000億円程度）とする予定。（政令で規定）
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【待機児童を解消】
東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の予算を平成30年
度から平成31年度末までの２年間で確保。（遅くとも平成32年度末までの３年間で全国の待機児童を解消）

【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】
「Ｍ字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの５年間で女性就業率80％に対応でき

る約32万人分の受け皿整備。 （参考）スウェーデンの女性就業率：82.5％（2013）

※ 保育人材の確保に関し、平成29年度予算では、一律２％の処遇改善を実施し、安倍内閣の下で合計10パーセントの改善を実
現。また、同時に技能及び経験に応じたキャリアアップの仕組みを設け、月額最大４万円の処遇改善を実施。

「子育て安心プラン」
【平成29年６月２日公表】

「待機児童解消加速化プラン」
（５年間）

2013（Ｈ25）年度
2017（Ｈ29）
年度末

2022（Ｈ34）
年度末

約53万人増

2019(H31)～
2020(Ｈ32)年度末

「子育て安心プラン」
（２～３年間）

待機児童数

女性(25-44歳)就業率

ゼロ

80％

２年前倒し

約2.6万人（H29.4)

２年前倒しし、平成32年度末までの
３年間で約32万人分の受け皿を整備

約32万人増

72.7％(H28)

約59.3万人増
6万人前倒し

自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)
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「待機児童対策協議会（仮称） 」

協議会での決定事項を受けて、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に反映

待機児童解消等の取組の支援

【主な役割（例）】

○ 都道府県単位での保育の受け皿確保

・市区町村の整備計画の精査

・企業主導型保育施設等を含めた整備情報の共有

・多様な主体の参入促進

○ 保育所等の広域利用の推進

・市区町村間の利用調整

・広域利用のための協定の締結支援

【構成員】都道府県、関係市区町村、保育事業者、有識者が参加する。必要に応じて関係省庁が参加。

【その他】 既に合議制の機関を有している場合は、当該機関が協議会に代わることができる。

○ 保育人材の確保・資質の向上

・必要保育士数と確保数、確保手段の「見え
る化」と育成策強化

○ 監査指導の効率化

・都道府県の監査指導と市区町村の給付監査
の監査項目の調整

○ その他協議会で必要と定める事項 等

待機児童解消を促進する方策として、現行の都道府県による市区町村の取組の支援（都道府県子ども・
子育て支援事業支援計画）をより実効的なものとするため、都道府県を中心に、関係者全員参加の下で
協議する場を設置することができる。（法定）
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児童扶養手当の支払回数の見直し

制度の仕組みを見直し、毎月支給する案

○ 児童扶養手当の支払回数について、現行の年３回（４月、８月、12月）から年６回（１月、
３月、５月、７月、９月、11月）に見直す。

2018（平成30）年４月支払 ８月支払 12月支払

2017.12月 2018.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

＜現行＞

2019（平成31）年４月支払 ８月支払 11月支払 2020年1月支払 ３月支払

2018.12月 2019.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 2020.１月 ２月

＜見直し案＞ 奇数月の支払に変更

※ 見直しによる最初の支払（2019（平成31）年11月支払）は、８月分から10月分の３か月分の支払とし、それ以降は奇数月に
２か月分を支払う。

※ 毎年８月に提出する現況届による手当額の改定は、地方自治体の事務処理期間を考慮し、12月支払分以降から１月支払
分以降に見直す。

＜参考＞ 児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院）抜粋
○ 児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を含めた状況を調査するとともに、ひとり親家庭の
利便性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回 数について隔月支給にすること等を含め、所要の措置を検討すること。また、ひとり親
家庭の自立 を促す観点から、ひとり親家庭の家計管理の支援を推進すること。
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１．目的
離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進

に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。（平成22年８月より父子家庭も対象）

２．支給対象者
18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満）を監護する母、監護し、

かつ生計を同じくする父又は養育する者（祖父母等）。

３．支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の

生死が明らかでない児童などを監護等していること。
※ ただし、国内に住所を有しないとき、児童が父又は母と生計を同じくするとき、母又は父の配偶者に養育されるとき等は支給されない。

平成26年12月より、受給者等の年金額が手当額を下回る場合は、その差額分の手当を支給。

４．手当月額（平成30年４月からの見込み額）
・児童１人の場合 全部支給：４２，５００円 一部支給：４２，４９０円から１０，０３０円まで

・児童２人以上の加算額 [２人目]            全部支給：１０，０４０円 一部支給：１０，０３０円から ５，０２０円まで

[３人目以降１人につき] 全部支給： ６，０２０円 一部支給： ６，０１０円から ３，０１０円まで

５．所得制限限度額（収入ベース）
・全部支給（２人世帯） １３０万円 →１６０万円（平成30年８月分から実施予定）
・一部支給（２人世帯） ３６５万円 →据え置き

６．受給状況
・平成29年３月末現在の受給者数 １，００６，３３２人 （母：943,917人、父：57,484人、養育者：4,931人）

７．予算額（国庫負担分）［30年度予算案］１，７１０．９億円

８．手当の支給主体及び費用負担
・支給主体：都道府県、市及び福祉事務所設置町村
・費用負担：国 1/3  都道府県、市及び福祉事務所設置町村 2/3

児童扶養手当制度の概要
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